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津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

  平成２４年９月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸       

津市規則第３５号 

   津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第２

０３号）の一部を次のように改正する。 

第１０条第１項を次のように改める。 

  条例第１３条第１項第１号に規定する連帯保証人（以下「連帯保証人」と

いう。）は、次に掲げる条件を具備する者２人とする。ただし、市長が特に

必要があると認める場合は、この限りでない。 

 本市の区域内に住所を有する者であること。 

 市営住宅等の入居者でない者であること。 

 独立の生計を営み、入居決定者と同等以上の収入があり、確実な保証

能力のある者であること。 

第１０条第２項中「印鑑登録証明書」の次に「及び所得証明書」を加える。 

第１０号様式を次のように改める。 



第１０号様式（第１０条関係） 

市営住宅等連帯保証人届出書 

連
帯
保
証
人

ふりがな   生 年 月 日 

氏 名 印 年  月  日

住 所 
電話 

勤 務 先               

電話 又 は 職 業 

平 均 月 収 円 入居者との続柄

備 考 

 １ 連帯保証人の印鑑登録証明書（発行後３月以内のもの）及び所得証明書

（前年の所得（１月から５月までの間の入居に係る手続については、前々

年の所得）に関するもの）を添付してください。 

 ２ 連帯保証人は、本市の区域内に住所を有し、市営住宅等の入居者でない

者で、独立の生計を営み、入居決定者と同等以上の収入があり、確実な保

証能力のあるものでなければなりません。 

 ３ 同一人が入居者２人以上の連帯保証人となることはできません。 

 ４ 連帯保証人は、入居者と連帯して契約に基づく一切の債務を負うものと

し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。 

 入居者が家賃を滞納したときは、連帯保証人は入居者に納付の指導を 

行うとともに、本市から滞納家賃の納付請求があったときは、入居者に

代わり滞納家賃を納付しなければなりません。 

 入居者が退去手続を行わずに退去したときは、連帯保証人は入居者に 

代わり、市営住宅を返還しなければなりません。 

 入居者が条例等に定める義務を履行しなかったとき、及び周辺住民に 

迷惑な行為を行ったときは、連帯保証人は本市の要請に応じ入居者を指

導し、適切な措置をとらなければなりません。 

 ５ 連帯保証人がその資格を喪失したときは、速やかにこれに代わる連帯保

証人を立てて、その旨を届け出なければなりません。 



第１２号様式中「本書３通」を「本書４通」に、 

                 「連帯保証人 住 所 

「連帯保証人 住 所              氏 名    印 

       氏 名    印」  連帯保証人 住 所 

                        氏 名    印」 

める。 

 第１３号様式中「本書３通」を「本書４通」に、 

                 「連帯保証人 住 所 

「連帯保証人 住 所              氏 名    印 

       氏 名    印」  連帯保証人 住 所 

                        氏 名    印」 

める。 

   附 則 

１ この規則は、平成２４年９月１１日から施行する。 

２ 改正後の津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この 

規則の施行の日以後の入居決定者の入居の手続について適用し、同日前の入

居決定者の入居の手続については、なお従前の例による。 

を に改 

に改 を



津市告示第２００号                 

 道路法第４４条の２第１項及び第２項の規定に基づき、下記の放置自動車を

移動し、保管しているので、同条第３項の規定に基づき公示する。 

  平成２４年９月５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

１ 放置自動車の形態等 

放置場所 
津市河芸町中別保１５８１－１ 

近鉄豊津上野駅前広場付近 

移動日 平成２３年１２月２６日 保管日 平成２３年１２月２６日 

メーカー スズキ 車名 ワゴンＲ 

種別 軽自動車 塗色 黒 

自動車登録番号 大阪 580 み 2296 車台番号 CT21S-461736 

所有者 

（車検証記載）
鳥飼 寛信 

使用者 

（車検証記載） 
鳥飼 寛信 

２ 保管場所  津市河芸町浜田８０８番地（河芸総合支所） 

３ 連絡先   津市役所建設部建設政策課 

TEL：０５９－２２９－３１７９ 

４ その他   この放置自動車の所有者又は、この放置自動車の所有者等に 

心当たりのある方は、申し出てください。 



津市告示第２０１号

 津市白山生活排水処理施設の使用料金徴収事務の一部を次の者に委託したの

で地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定によ

り告示する。

  平成２４年９月５日

                   津市長 前 葉 泰 幸

受託者

   津市白山町川口北区長    渡邉 壽美男

   津市白山町川口中区長   村上 香

   津市白山町川口南区長  岩田 邦昭

   津市白山町大角区長  中谷 秀也

   津市白山町双川区長  藤井 民夫



津市告示第２０２号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１３条第２項

の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２

項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２４年９月５日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

藤方地内 １ 平成２４年 ８月 ３日 

渋見町地内 １ 平成２４年 ８月１４日 

久居新町地内 ２ 平成２４年 ８月１４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ８月１７日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ８月１７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ８月２０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ８月２１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 ８月２１日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ８月２２日 

久居新町地内 １ 平成２４年 ８月２２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ８月２３日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ８月２３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ８月２７日 

一身田町地内 １ 平成２４年 ８月２７日 

久居新町地内 ２ 平成２４年 ８月２７日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ７ 平成２４年 ８月２８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２４年 ８月２９日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ８月２９日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ８月２９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 ８月３０日 

栗葉出張所 ３ 平成２４年 ８月３０日 

上浜町地内 １ 平成２４年 ８月３０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２４年 ８月３１日 



２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２０３号

 津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）第１５条第１項の規

定により、指定工事店を次のとおり指定を取り消したので、同条例第１７条第

１項第２号の規定により告示する。

  平成２４年９月１０日

 津市長 前 葉 泰 幸

指定を取り消した工事店

工 事 店 名 所 在 地 取消し年月日

株式会社

山口建設

多気郡明和町大字

斎宮３５７９番地

の２

平成２４年９月５日



津市告示第２０４号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。

  平成２４年９月１１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 名称

  南出自治会

２ 規約に定める目的

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

 情報の提供、交換等会員相互の連絡

 生活環境の美化・区域内の環境の整備

 集会施設の維持管理及び相互扶助の精神を育み、共同活動の実施

 その他目的達成のための諸活動

３ 区域

  本会の区域は、津市白山町南出字臼杵谷、字西出、字上平尾（グリーンタ

ウンを除く。）、字中瀬古、字縄手、字福社、字丸岡、字下出、字高戸、字西

兵司（大発苑を除く。）、字東兵司、字権現前、字南浦、字門田、字川北、字

宮ノ腰、字姥ヶ谷、字池ノ谷、字山尾田、字広垣内並びに白山町二本木字不

りた２７５９番地１及び白山町二本木字宮ノ下４５７３番地１の区域とする。

４ 事務所

  三重県津市白山町南出２９６番地１

５ 代表者の氏名及び住所

  森元 澄生

  三重県津市白山町南出７５番地９

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有

 無

  なし

７ 代理人の有無

  なし

８ 規約に定める解散の理由



  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５号

の規定により解散する。

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の３分の２以上の承諾を得

なければならない。

９ 認可年月日

  平成２４年９月１１日



津市告示第２０５号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２４年９月１３日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

５１４１８５３ 平成２３年１０月１日 平成２４年８月２７日

７１１４８４１ 平成２４年４月１日 平成２４年８月３０日

９２１６７６７ 平成２３年１０月１日 平成２４年８月２２日























































































津市公告第１２１号 

 地区計画等の案を作成するため、津市地区計画等の案の作成手続に関す

る条例（平成１８年津市条例第２０５号）第２条の規定により、次のとお

り公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項（以下「地区計画等

の原案」という。）を平成２４年９月３日から９月１８日まで縦覧に供し

ます。 

 なお、同条例第３条の規定により、都市計画法（昭和４３年法律第１０

０号）第１６号第２項に規定する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算

して１週間を経過する日までに、津市に意見書を提出することができます。 

  平成２４年９月３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 地区計画等の原案の種類、名称、位置及び区域 

（1）種類  地区計画 

（2）名称  城山一丁目地区地区計画 

（3）位置  津市城山一丁目地内 

（4）区域  次のとおりとする。 

 「次のとおり」は省略し、その区域図を津市都市計画部都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。 

２ 地区計画等の原案の縦覧場所 

   津市都市計画部都市計画課 



津市公告第１２２号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年９月４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年８月３１日

２ 抑留期間 平成２４年９月７日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市 

柳山津興 

雑種 茶 雄 中型 ９１日

以上 

首輪有り 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１２３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年９月５日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年８月３１日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市垂水字西浦２０１３番ほか１５筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市一身田平野３１８－５ 

  株式会社ハートランド 

  代表取締役 米倉 大策 



津市公告第１２４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年９月６日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年９月４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市長岡町字宮之前４３４番１ほか４筆、同町字小山田２６０９番２、河

辺町字門脇２６０９番３ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市長岡町３０５２－５ 

  足尾 美香 



津市公告第１２５号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２４年９月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１２６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年９月１２日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年９月１０日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市一身田大古曽字前ヶ谷１５０２番１６ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  松阪市町平尾町８２２－１ 

  長三楼 

  代表者 濱口 淳也 



津市水道局告示第１４号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２４年９月５日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

有限会社来人産業 松阪市若葉町４８０番地１ 平成２４年８月３日 



津市水道局公告第１２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２４年９月３日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 





























津市選挙管理委員会告示第４８号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、

同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の総数

の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

３分の１の数を次のとおり告示する。

 平成２４年津市選挙管理委員会告示第１８号は、廃止する。

  平成２４年９月２日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ ５０分の１の数       ４,５９３人 

２  ６分の１の数     ３８,２６９人 

３  ３分の１の数     ７６,５３７人



津市選挙管理委員会告示第４９号

 土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第６条第１項の規

定により、波瀬土地改良区総代会総代選挙の総選挙を次のとおり定め

たので、同条第３項及び第４項の規定により告示する。

  平成２４年９月５日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙期日       平成２４年９月１２日

２ 投票の時間      午前８時３０分から午後５時００分

３ 選挙すべき総代の数  佐野区選挙区   １０人

             鳥沖区選挙区    ７人

             中縄手区選挙区   ５人

             切原区選挙区    ５人

             向平尾選挙区    ３人



津市選挙管理委員会告示第５０号

 平成２４年９月１２日執行の波瀬土地改良区総代会総代選挙におけ

る選挙長及び選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、

その職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、土地改良法施行

令（昭和２４年政令第２９５号）第８条第７項の規定により告示する。

  平成２４年９月５日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙長 

選挙区 住     所 氏  名 

佐野区選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 田中 壽彌 

鳥沖区選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前川 久勝 

中縄手区選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 川端 貞一郎 

切原区選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 橋村 枚興 

向平尾選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 小林 直人 

２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職

務を代理すべき者 

選挙区 住     所 氏  名 

佐野区選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岩本 悦藏 

鳥沖区選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻出  等 

中縄手区選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 谷  政博 

切原区選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 尾山 哲郎 

向平尾選挙区 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 水谷 和子 



津市選挙管理委員会告示第５１号

 平成２４年９月１２日執行の波瀬土地改良区総代会総代選挙におけ

る選挙立会人を次のとおり選任したので、土地改良法施行令（昭和２

４年政令第２９５号）第８条第７項の規定により告示する。

  平成２４年９月５日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

選挙立会人

選挙区 住     所 氏  名

佐野区選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 前山 秀樹

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 山下 秀一

鳥沖区選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 長谷川 和政

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 森田  賢

中縄手区選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 永井 高志

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻出 泰晴

切原区選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 上川 洋文

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 宮路 秀美

向平尾選挙区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻出 欣也

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 辻出 啓吉



津市選挙管理委員会告示第５２号

 平成２４年９月１２日執行の波瀬土地改良区総代会総代選挙におけ

る選挙長の行う告示は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

  平成２４年９月５日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

  掲示場    佐野区選挙区   津市波瀬出張所

         鳥沖区選挙区   同上

         中縄手区選挙区  同上

         切原区選挙区   同上

         向平尾選挙区   同上



津市選挙管理委員会告示第５３号

 平成２４年９月１２日執行の波瀬土地改良区総代会総代選挙におい

て次の者が当選人となったので土地改良法施行令（昭和２４年政令第

２９５号）第２１条第２項の規定により告示する。

  平成２４年９月１３日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

記 

別紙のとおり 



佐野区選挙区 切原区選挙区

住所 氏名 住所 氏名

 津市一志町波瀬５０３７番地  藤岡　修  津市一志町波瀬１８０５番地  清水　利昭

 津市一志町八太１５８７番地５  村上　正人  津市一志町波瀬２４６６番地  北出　太

 津市一志町波瀬５８０５番地  山下　政志  津市一志町波瀬２４８２番地  北出　一雄

 津市一志町波瀬４５５２番地  今西　隼夫  津市一志町波瀬１８４７番地  永井　三好

 津市一志町波瀬４５１３番地  飛岡　隆  津市一志町波瀬１５４８番地３  前山　幹夫

 津市一志町高野１２２５番地１  竹内　栄喜

 津市一志町波瀬５０９４番地  山本　格敏 向平尾選挙区

 津市一志町高野１６０番地１２  齋藤　親良 住所 氏名

 津市一志町波瀬５８３０番地  前川　智彦  津市一志町波瀬３５６３番地  鈴木　正則

 津市一志町波瀬４５５９番地  奥田　讓  津市一志町波瀬１７７０番地２  伊藤　悦雄

 津市一志町波瀬１５０７番地  辻　　學

鳥沖区選挙区

住所 氏名

 津市一志町波瀬２０４７番地  近藤　明

 津市一志町波瀬１５４９番地  水谷　廣行

 津市一志町波瀬１５４４番地１  辻　みつゑ

 津市一志町波瀬２０３６番地  近藤　正之

 津市一志町波瀬１９１６番地  山本　勝

 津市一志町波瀬１５４０番地  向出　行雄

 津市一志町波瀬１９１０番地  山本　保

中縄手区選挙区

住所 氏名

 津市一志町波瀬１８４６番地  水谷　靖

 津市一志町波瀬１８３６番地  上川　貞二

 津市一志町波瀬１５２２番地  宮路　三洲

 津市一志町波瀬１７７５番地  松本　勝一

 津市一志町波瀬１８１５番地  田端　孝次



津市選挙管理委員会告示第５４号

 平成２４年９月１２日執行の波瀬土地改良区総代会総代選挙におい

て次の者に当選証書を付与したので土地改良法施行令（昭和２４年政

令第２９５号）第２２条第２項の規定により告示する。

  平成２４年９月１３日

                  津市選挙管理委員会

                  委員長 坂 口 賢 次

記

別紙のとおり



佐野区選挙区 切原区選挙区

住所 氏名 住所 氏名

 津市一志町波瀬５０３７番地  藤岡　修  津市一志町波瀬１８０５番地  清水　利昭

 津市一志町八太１５８７番地５  村上　正人  津市一志町波瀬２４６６番地  北出　太

 津市一志町波瀬５８０５番地  山下　政志  津市一志町波瀬２４８２番地  北出　一雄

 津市一志町波瀬４５５２番地  今西　隼夫  津市一志町波瀬１８４７番地  永井　三好

 津市一志町波瀬４５１３番地  飛岡　隆  津市一志町波瀬１５４８番地３  前山　幹夫

 津市一志町高野１２２５番地１  竹内　栄喜

 津市一志町波瀬５０９４番地  山本　格敏 向平尾選挙区

 津市一志町高野１６０番地１２  齋藤　親良 住所 氏名

 津市一志町波瀬５８３０番地  前川　智彦  津市一志町波瀬３５６３番地  鈴木　正則

 津市一志町波瀬４５５９番地  奥田　讓  津市一志町波瀬１７７０番地２  伊藤　悦雄

 津市一志町波瀬１５０７番地  辻　　學

鳥沖区選挙区

住所 氏名

 津市一志町波瀬２０４７番地  近藤　明

 津市一志町波瀬１５４９番地  水谷　廣行

 津市一志町波瀬１５４４番地１  辻　みつゑ

 津市一志町波瀬２０３６番地  近藤　正之

 津市一志町波瀬１９１６番地  山本　勝

 津市一志町波瀬１５４０番地  向出　行雄

 津市一志町波瀬１９１０番地  山本　保

中縄手区選挙区

住所 氏名

 津市一志町波瀬１８４６番地  水谷　靖

 津市一志町波瀬１８３６番地  上川　貞二

 津市一志町波瀬１５２２番地  宮路　三洲

 津市一志町波瀬１７７５番地  松本　勝一

 津市一志町波瀬１８１５番地  田端　孝次


